
 

算定基礎届の提出締切は 7/11(月)です
 社会保険に加⼊している各事業所に算定基礎届が年⾦
事務所から届いています。 

社会保険料は、源泉所得税や雇⽤保険料等と異なり、
毎⽉の給与額が変動しても保険料は変動せず、４〜６⽉
に⽀払った給与の総⽀給額の平均額をもとに算出された
標準報酬⽉額に基づいた保険料を１年間⽀払うことにな
っています。 

この標準報酬⽉額を算定するために１年に１回提出す
る届出書のことを算定基礎届といいます。 

提出締切は 7 ⽉ 11 ⽇(⽉)です。 
書き⽅のわからない⽅は事務所までご相談ください。 
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毎⽉ 15 ⽇までの会費納⼊に、 
ご協⼒をお願いします。 
 会 計 ⼭崎 孝⻲ 
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イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
、
憲
法
改
悪
阻
止
へ 

最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
！ 

 

３
年
に
一
度
の
参
議
院
議
員
選
挙
が

６
月
22
日
公
示
、
７
月
10
日
投
開
票
で 

行
わ
れ
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
が
収
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
物

価
高
が
止
ま
ら
ず
、
多
く
の
中
小
自
営

業
者
か
ら
悲
鳴
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
で
も
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入

が
強
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に 

不
安
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
、
自
公
両
党
や
維
新
・
国
民
な
ど

か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
口
実
に
し
た

「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
保
持
と
、
憲
法
改

悪
を
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
出
て
い
る 

こ
と
も
見
過
ご
せ
ま
せ
ん
。 

 

参
院
選
が
終
わ
る
と
、
当
分
国
政
選

挙
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ボ
イ

ス
導
入
を
阻
止
し
、
平
和
憲
法
を
守
る 

い
わ
ば
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。 

 

 
 

 

黙
っ
て
い
た
ら
悪
政
は
止
ま
り
ま
せ
ん 

必
ず
投
票
に
行
こ
う
！ 

「
投
票
し
て
も
ど
う
せ
変
わ
ら
な
い
」
と

思
っ
て
黙
っ
て
い
た
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
止

め
る
こ
と
も
、
憲
法
改
悪
を
止
め
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。 

 

自
公
両
党
は
イ
ン
ボ
イ
ス
中
止
も
消
費

税
の
引
き
下
げ
も
「
行
う
考
え
は
な
い
」
こ

と
を
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

憲
法
改
悪
に
は
与
党
だ
け
で
な
く
維
新
・
国

民
も
積
極
的
で
す
。 

立
憲
民
主
党
、
日
本
共
産
党
な
ど
立
憲
野

党
の
躍
進
で
、
自
公
両
党
と
維
新
・
国
民
な

ど
悪
政
補
完
勢
力
を
少
数
派
に
追
い
込
む

こ
と
が
必
要
で
す
。 

今
回
の
参
院
選
で
も
、
全
国
で
32
あ
る

１
人
区
の
一
部
で
野
党
共
闘
が
成
立
し
ま

し
た
。
ま
た
、
愛
知
選
挙
区
な
ど
改
選
議
席

数
が
複
数
の
選
挙
区
で
は
、
自
公
と
そ
の
補

完
勢
力
に
議
席
を
与
え
な
い
こ
と
が
必
要

で
す
。
立
憲
野
党
が
躍
進
す
れ
ば
、
イ
ン
ボ

イ
ス
を
中
止
し
平
和
憲
法
を
守
る
道
が
開

け
ま
す
。 

経
済
の
問
題
も
平
和
の
問
題
も
、
こ
れ
以

上
岸
田
内
閣
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
国
民
の
生
活
と
暮
ら
し
を
破
壊

す
る
岸
田
内
閣
を
退
陣
に
追
い
込
み
ま
し

ょ
う
。 
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 白色申告者で確定申告時に「収支内訳書」を提出しな

かった納税者に、提出を督促するための文書が一斉に届

いています。 

 「収支内訳書」は、昭和 59 年３月の所得税法改悪に

より、個人・白色申告者へ提出が定められていますが、民

商の強い反対運動で、提出しなかった人も罰則や不利益

な扱いは受けないことになっています。 

 小牧税務署との交渉でも「収支内訳書の提出がないこ

とをもって税務調査をするような不利益な扱いをするこ

とはない」と明確な回答を得ていますのでご安心くださ

い。 

 


